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≪旅館業法改正の背景≫

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等
の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

①宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
②いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、
本来提供すべきサービスが提供できない
等の意見が寄せられました。 こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が
成立し、2023（令和５）年12月13日に施行されました。

旅館業施設で、改正法が適切に運用される必要があります。
そのため、宿泊者や従業者の安全確保も含めて、適切な施設運営ができるよう、厚生労働省の「改

正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」において、改正旅館業法に基づく営業者向けの指針が作成
されました。

厚生労働省ホームページ
『旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要
な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制
限及び差別防止に関する指針』

旅館業法第５条 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒ん
ではならない。

一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき
二 宿泊しようとする者が博打その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする恐れがあると認
められるとき。
三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつてほかの宿泊
者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れがある要求として厚生労働省
令で定めるものを繰り返したとき。
四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
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改正内容
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１．宿泊拒否自由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求（以降、特定要求行為）を行った者の宿泊を拒むこと
ができることとなりました。

旅館業法施行規則
〔法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの〕

第五条の六 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当す
るものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるもの
とする。

一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求（宿泊に関して障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）第二条第二号に規定する社会的障
壁の除去を求める場合を除く。）

二 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動（営業者が宿泊しようとする者に
対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条第一項の不当な差別的取扱いを行つ
たことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。）を交えた要求であつて、当
該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
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以下７つのような行為を繰り返す場合、営業者は宿泊を拒むことができます。

宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当
な部屋のアップグレード、不当なレイチェッ
クアウト、不当なアーリーチェックイン、契
約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービ
スと比較して過剰なサービスを行うよう繰り
返し求める行為

自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊
客を入れないことを繰り返し求める行為

宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従
事する従業者に対し、特定の者にのみ自身の
応対をさせること又は特定の者を出勤させな
いことを繰り返し求める行為

宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従
事する従業者に対し、土下座等の社会的相当
性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行
為

泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれ
がある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従
業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し
求める行為

宿泊サービスに従事する従業者に対し、対
面や電話、メール等により、長時間にわたっ
て、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返
し行う行為

１−１ 特定要求行為の例（省令第５条の６）
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１−１ 特定要求行為の例（省令第５条の６） （続き）

特定要求行為を求められ、応じられない場合は、まずは、「そうした要求には応じられないが、宿
泊自体は受け入れること」を説明し、それでもなお、当該要求を求められる場合は、宿泊を拒むこと
ができます。

宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、要求の内容の妥当性※１に
照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの※２を繰り返し求める行為

※１「宿泊しようとする者の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
○当該旅館・ホテルの提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合
○要求の内容が、当該旅館・ホテルの提供するサービスの内容とは関係がない場合

※２「要求を実現するための手段・態様が不相当な言動」の例

≪要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの≫
○身体的な攻撃（暴行、傷害）
○精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言）
○土下座の要求
○継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動
○拘束的な行動（不退去、居座り、監禁）
○差別的な言動
○性的な言動
○従業員個人への攻撃、要求

≪要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの≫
○商品交換の要求
○金銭補償の要求
○謝罪の要求（土下座を除く）
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障害のある方が宿泊に関して社会的障壁の除去を求める場合

例）
・フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
・視覚障害者の部屋までの誘導を求めること
・車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置を移動することを求めること
・車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
・車椅子利用者が高いところの物を従業員に代わりに取ってもらうよう求めること
・精神障害のある者がエレベータや階段等の人の出入りがあるエリアから離れた静穏な環境の部
屋の提供を求めること

・発達障害のある方が待合スペース含む空調や音響などについて通常設定の変更を求めること

医療的な介助が必要な障害者、重度の障害
者、オストメイト、車椅子利用者、人工呼吸
器使用者の宿泊を求めること

介護者や身体障害者補助犬の同伴を求める
こと

障害者が障害を理由とした不当な差別的取扱
いを受け、謝罪等を求めること

当該行為が障害の特性によることが、本人又
は同行者にその特性について聴取する等して把
握できる場合

旅館業の施設側の故意又は過失により、宿
泊しようとする者又はその家族等の関係者が
損害を被り、何かしらの対応を求めること
（ただし、手段・態様が不相当なものは除く）

１−２ 特定要求行為にあたらないもの
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「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等
を作成しました！

（厚生労働省ホームページ引用）
詳しくはこちらを御覧ください
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２ 感染防止対策の充実

特定感染症の国内発生期間に限って、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求める
ことができることとなりました。（法第４条の２第１項）

旅館業の営業者が感染防止対策への協力の求めや宿泊を拒むことができる事由の対象となる感染症
は、次の感染症をいいます。（旅館業法第２条第６項）

宿泊しようとする者は、感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由※がない限り、
その求めに応じなければならないこととなりました。（法第４条の２第４項）

※正当な理由
特定感染症が、感染症ごとに症状や対策が異なるため、発生した特定感染症やそのフェーズに応じ

て、厚生労働省から示されますが、基本的には、個人により左右できない理由により感染対策への協
力が困難である場合
例）・医療機関の逼迫や診療時間外により、診察を受けられない場合

・障害がある等によって、場面に応じたマスク着用が困難な場合

２−１ 感染防止対策への協力の求め

協力の求めに正当な理由なく応じないことのみをもって、宿泊を拒むことはできません。
ただし、強制的・威圧的な求めはすべきでないことにご留意ください。！
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≪特定感染症の感染防止への協力の留意点≫

・特定感染症国内発生期間中であっても、旅館業の営業者は、旅館業法第４条の２の規定に基づいて
協力の求めを行うことも行わないこともできること

・旅館業の営業者は、旅館業法第４条の２の規定に基づく協力の求めについては、宿泊しようとする
者の置かれている状況等を十分に踏まえた上で、協力の必要性や内容を判断する必要があること

・旅館業の営業者は、医師の診断の結果の報告や客室等待機をはじめ、協力の求めについて、事実上
の強制にあたるような求めや威圧的な求めをすべきではないこと

・協力の求めの趣旨等について理解を得られるように丁寧に説明をした上で、協力の求めに応じるこ
とについて同意を得ることが考えられること

２−１−１ 協力の求めができる期間（特定感染症国内発生期間）
営業者が旅館業法に基づいて感染防止対策への協力の求めができる期間は、次表のとおりです（旅

館業法第４条の２第２項）。これらの期間について、特定感染症が国内で発生した際に、厚生労働省
から旅館業の営業者や国民に対し、ホームページや通知等によって速やかに周知を行います
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２−１−２ 協力の求めの内容
協力求めの内容は、次のとおりです。

（１）報告
宿泊しようとする者が、患者等であるかどうかが明らかでない場合において、その者が患者等で

あるかどうかを確認するため、次のいずれかを、原則として書面又は電子情報処理組織を使用する方
法によって報告することを求めることができます。
１）医師の診断の結果
２）有症状者にあっては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項
※診断書の提出までは求められません

≪特定感染症国内発声器官における健康状態等の確認・報告の様式サンプル≫
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≪特定感染症国内発声器官における健康状態等の確認・報告の様式サンプル≫
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（２）客室棟での待機
当該旅館業の施設において、みだりに客室その他の指定する場所から出ないことを求めることがで

きます。

（３）健康状態の確認
以下の事項の求めに応じるように求めることができます。

（４）その他感染防止対策
場面に応じた咳エチケット、手指消毒・手洗い、食事・入浴の場面で大声を控えること等を求める

ことが考えられますが、具体的には発生した特定感染症に応じて、定められることとなります。
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２−１−３ 宿泊拒否事由の明確化（旅館業法第５条第１項）

（参考）旅館業法第５条をめぐっては、過去に以下の事案がありました。
・ハンセン病療養所の入所者が、ハンセン病元患者であることを理由に宿泊を
拒否された

・エイズ患者が、エイズ患者であることを理由にホテルの宿泊を拒否された

今後も、外見を元に特定感染症の患者等でないかと疑って宿泊を拒否するようなことがあってはい
けません。

改正前

改正後

伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき

特定感染症の患者等であるとき

感染症法前文
我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者
等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これ
を教訓として今後に生かすことが必要
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改正法により宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました（旅
館業法第６条関係）。

これにより感染防止対策の観点から、宿泊者が特定感染症の患者等やその関係者等であった場合に
必要に応じて連絡がとれるようになりました。

川崎市旅館業法施行細則においても、下の表のとおり記載事項を変更としました。

改正前 改正後

前泊者の氏名・住所・職業 宿泊者の氏名・住所・連絡先
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国
人であるときは、その国籍及び旅券番号

同左

その他都道府県知事が必要であると認め
る事項

同左

改正前 改正後

年齢 同左

到着日時 到着年月日
出発日時 出発年月日
前泊地 削除
行先地 削除

２−２ 宿泊者名簿記載事項
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３ 差別防止の更なる徹底等

営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービ
スの提供のため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりまし
た。

営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿
泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかど
うかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧
に説明することができるようにするものとする。

「特定要求行為」又は「特定感染症の患者であること」を理由に宿泊を拒んだときは、その理由を
記録する。

３−３−１ 宿泊拒否の記録
営業者は、当分の間、新旅館業法第５条第１項第１号（特定感染症の患者等）又は第３号（カスタ

マーハラスメント）のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、宿泊を拒んだ理由等を
記録し、３年間保存する。（改正法附則、旅館業法施行規則附則）

≪宿泊拒否の理由等の記録（参考様式）≫

川崎市ホームページ HP
令和５年旅館業法改正について

３−１ 研修の努力義務 （旅館業法第３条の５第２項関係）

３−２ みだりな宿泊拒否の禁止 （旅館業法第５条第２項）

３−３ 宿泊拒否理由の記録（改正法附則第３条第２項関係）

【記録事項】
〇宿泊を拒んだ理由
〇宿泊を拒んだ日時
〇拒否された者の氏名
〇対応した責任者の氏名
〇宿泊拒否までの経過の概要
（法第５条第１項第３号の場合）
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３−４−１ 旅館業法第５条第１項第２号（違法行為等）関係
「宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められ

るとき」に、宿泊を拒むことができる。

≪旅館業法第５条第１項第２号に該当し得る例≫
(1)宿泊しようとする者が、従業者や他の宿泊客に接近してことさらに咳(せき)を繰り返す、つばを吐
きかけるなどした場合や、従業者や他の宿泊客につかみかかり又は突き飛ばした場合は、暴行罪
が成立し得ます。

(2)宿泊しようとする者が、旅館・ホテルの業務を妨害する意図で、法第４条の２第１項に基づく協力
を求めた従業者を大声で罵倒したり、協力に応じる必要がないなどと怒号したり、あるいは他の
宿泊客がいる場で特定感染症に罹患しているなどと吹聴して旅館・ホテル側にその対応をさせ、
旅館・ホテルの業務を妨害した場合や、その他旅館・ホテルの業務を妨害する意図で、従業者を
大声で罵倒する等して旅館・ホテル側にその対応をさせ、旅館・ホテルの業務を妨害した場合に
は、威力業務妨害罪が成立し得ます。

(3)宿泊しようとする者が、従業者や他の宿泊客に対し、その同意がなく又は同意がないことの表明が
困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行った場合には、不同意
わいせつ罪が成立し得ます。

(4)宿泊しようとする者が、従業者や他の宿泊客に対し、公衆の目に触れるような場所で殊更に裸体
を見せつける場合は、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反が成立し得ます。

(5)宿泊しようとする者が、施設内の備品や設備を意図的に破壊又は汚損する場合は、器物損壊罪が
成立し得ます。

(6)宿泊しようとする者が、従業者に対し、「SNSにこの旅館の悪評を載せるぞ」「このホテルに火を
つけるぞ」と言うなど、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し具体的な害悪を告知した場合は、
脅迫罪が成立し得ます。

(7)宿泊しようとする者が、従業者に対し、「宿泊料をタダにしなければSNSにこの旅館の悪評を載せ
るぞ」等と脅す場合は、恐喝未遂罪が成立し得ます。

(8)宿泊しようとする者が、従業者に対し、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える
旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて土下座を行わせた場合は、強要罪が成立し得ます。

(9)宿泊しようとする者が、従業者に対し、不特定多数の者の前で「馬鹿」「ブス」等と侮辱する場
合は、侮辱罪が成立し得ます。

(10)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に対し、著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた場合は、
軽犯罪法違反が成立し得ます。

(11)宿泊しようとする者が、人数を偽って宿泊する場合や宿泊料を期日までに払わない場合は、詐欺
罪が成立し得ます

３−４ 宿泊拒否に関するその他の留意事項
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３−４−２ 旅館業法第５条第１項第４号（宿泊施設に余裕がないとき及び条例）関係
宿泊施設に余裕がないとき、その他都道府県が条例で定める事由があるときも宿泊を拒むことがで

きます。

障害の特性から上記行為を行う可能性があります。同行者にその特性について聴取するなどし
みだりに宿泊を拒むことがないようにご留意ください。

３−４−３ 旅館業法第５条第１項に規定されていない宿泊拒否事由について
旅館業法第５条第１項に規定されていない宿泊拒否事由を宿泊約款に規定したとしても無効です。

※多様な消費者のニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、「大人向け」等営
業上の工夫として、利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合は、宿泊拒否には当たら
ないとされています。

３−４−４ 報告徴収等
不適切な宿泊拒否や感染防止対策への協力の求めを行っていることを把握した場合、法第７条の報

告徴収等を行い、必要な場合は法第８条により営業停止等を行うことがあり得ます。

川崎市旅館業法施行条例（宿泊拒否の事由）第５条
法第５条第１項第４号の規定による条例で定める宿泊を拒むことができる事由は、次のとおり

とする。
(１) 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者（他の宿泊者がいない
場合にあっては、営業者。次号において同じ。）に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(２) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼ
すおそれがあると認められるとき。

！
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旅館業法第５条の規定から、営業者は、障害があることを理由として宿泊を拒むことはできません。
営業者は障害者の特性を踏まえて対応することが求められる場面が想定されます。

３−５−１ 従業員に対する研修
営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービ

スの提供のため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりまし
た。
障害の特性を踏まえて対応することが求められる状況でも、適切に対応できるように、研修の中で

障害の特性についてしっかり習熟することが重要です。

３−５ 旅館業法と障害者差別解消法との関係

【研修方法の例】
・厚生労働省ホームページの研修ツール
・旅館業の団体が実施する全国研修等
・旅館ホテル生活衛生同業組合の組合員であれば組合に問い合わせれば、
講師の照会等の支援を受けることができます。

障害者に対する必要な配慮を目的として、
宿泊予約の際に事前に障害について申告する
ことを求めることは、不当な差別的取扱いに
は当たりません。

障害者について事前申告しなかったことを
理由として宿泊を拒むことはできません。
・法第５条第１項違反
・不当な差別的取扱い
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≪厚生労働省 相談窓口ポスター≫
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４．事業譲渡に係る手続きの整備

譲受人は、新たな許可の取得を行うことなく、あらかじめ承認申請手続を行うことにより、営業
者の地位を承継することとなりました。
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厚生労働省通知「事業譲渡に関する手続きが整備されます（旅館業版）」

４−１ 事業譲渡に関する関係資料
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≪参考文献≫

研修ツール（詳細版） 研修ツール（要約版）

周知用ポスター 相談窓口ポスター

川崎市ホームページ
令和５年度旅館業法の改正について

（参考様式はこちら：宿泊拒否の理由等の記録、報告や客室棟大気の記録）

厚生労働省ホームページ
旅館業法の改正のページ（各種研修ツール・周知ポスターなど）
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